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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムであって、
　ボルトに結合するように構成された第１の端部、前記第１の端部の反対側の第２の端部
、及び、第１の絶縁領域と第２の絶縁領域の間の導電領域、を含む接触デバイスと、
　前記ボルトのネジ突出の量を検証するためのユニットであって、前記接触デバイスの前
記第２の端部が該ユニットを通って移動する時に該接触デバイスと順次接触するように各
々が配置された複数の電気ブラシを含む前記ユニットと、
　を含み、
　前記複数の電気ブラシは、
　　前記接触デバイスの前記導電領域に電流又は電圧を印加するように構成された給電ブ
ラシと、
　　前記接触デバイスの前記第２の端部が前記ユニットを通って少なくとも第１の距離を
移動した時に前記ボルトの前記ネジ突出の量の第１の表示を発生するように構成された第
１の電気ブラシと、
　　前記接触デバイスの前記第２の端部が前記ユニットを通って少なくとも第２の距離を
移動した時に前記ボルトの前記ネジ突出の量の第２の表示を発生するように構成された第
２の電気ブラシと、
　　前記接触デバイスの前記第２の端部が前記ユニットを通って少なくとも第３の距離を
移動した時に前記ボルトの前記ネジ突出の量の第３の表示を発生するように構成された第



(2) JP 6630641 B2 2020.1.15

10

20

30

40

50

３の電気ブラシと、
　を含む、ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記第１の電気ブラシは、該第１の電気ブラシが前記接触デバイスの前記導電領域と接
触する時に前記ボルトの前記ネジ突出の量の前記第１の表示を発生するように構成され、
　前記第２の電気ブラシは、該第２の電気ブラシが前記接触デバイスの前記導電領域と接
触する時に前記ボルトの前記ネジ突出の量の前記第２の表示を発生するように構成され、
　前記第３の電気ブラシは、該第３の電気ブラシが前記接触デバイスの前記導電領域と接
触する時に前記ボルトの前記ネジ突出の量の前記第３の表示を発生するように構成される
、
　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第１の表示は、前記ボルトの前記ネジ突出の量が許容範囲よりも低いという表示を
含み、
　前記第２の表示は、前記ボルトの前記ネジ突出の量が前記許容範囲内であるという表示
を含み、
　前記第３の表示は、前記ボルトの前記ネジ突出の量が前記許容範囲を超えるという表示
を含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ネジ突出を検証するためのユニットは、１又は２以上の発生された前記表示のうち
の１又は２以上をユーザに提供するためのディスプレイを更に含むことを特徴とする請求
項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記接触デバイスは、前記第１の端部に近接して該接触デバイスを前記ボルトの内側の
固定距離に着座させるように構成された肩部を更に含むことを特徴とする請求項１のシス
テム。
【請求項６】
　前記ネジ突出を検証するためのユニットの前記接触デバイスに対する位置を調節するた
めの較正機構を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記電気ブラシは、グラファイト直流モータブラシを含むことを特徴とする請求項１に
記載のシステム。
【請求項８】
　装置であって、
　ハウジングと、
　接触デバイスが前記ハウジングを通って移動する時に前記接触デバイスに順次接触する
ように各々が配置された複数の電気接点と、
　前記接触デバイスに対する前記装置の位置を調節するための較正機構と、
　を含み、
　前記接触デバイスは、
　　ボルトに結合するように構成された第１の端部と、
　　前記第１の端部の反対側の第２の端部と、
　　第１の絶縁領域と第２の絶縁領域の間の導電領域と、
　を含み、
　前記複数の電気接点は、
　　前記接触デバイスの前記導電領域に電流又は電圧を印加するように構成された給電接
点と、
　　前記接触デバイスの前記第２の端部が前記ハウジングを通って少なくとも第１の距離
を移動した時に前記ボルトのネジ突出の量の第１の表示を発生するように構成された第１
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の電気接点と、
　　前記接触デバイスの前記第２の端部が前記ハウジングを通って少なくとも第２の距離
を移動した時に前記ボルトの前記ネジ突出の量の第２の表示を発生するように構成された
第２の電気接点と、
　　前記接触デバイスの前記第２の端部が前記ハウジングを通って少なくとも第１の距離
を移動した時にナットからの前記ボルトの前記ネジ突出の量の第３の表示を発生するよう
に構成された第３の電気接点と、
　を含む、ことを特徴とする装置。
【請求項９】
　前記第１の表示は、前記ボルトの前記ネジ突出の量が許容範囲よりも低いという表示を
含み、
　前記第２の表示は、前記ボルトの前記ネジ突出の量が前記許容範囲内であるという表示
を含み、
　前記第３の表示は、前記ボルトの前記ネジ突出の量が前記許容範囲を超えるという表示
を含む、
　ことを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　１又は２以上の発生された前記表示のうちの１又は２以上をユーザに提供するためのデ
ィスプレイを更に含むことを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記複数の電気接点は、グラファイト直流モータブラシを含むことを特徴とする請求項
８に記載の装置。
【請求項１２】
　第１の絶縁領域と第２の絶縁領域の間に導電領域を含む接触デバイスの第１の端部をボ
ルトに結合する段階と、
　ナットが締め付けられる時に前記接触デバイスがネジ突出を検証するためのユニットを
通って移動するように前記ナットを前記ボルトに締め付ける段階であって、該ユニットが
複数の電気ブラシを含み、前記複数の電気ブラシは、給電ブラシ、第１の電気ブラシ、第
２の電気ブラシ、及び第３の電気ブラシを含み、該接触デバイスが該ユニットを通って移
動する時に前記複数の電気ブラシの各々が該接触デバイスと順次接触するように配置され
た、前記締め付ける段階と、
　前記複数の電気ブラシのうちの１又は２以上により、前記ナットからの前記ボルトのネ
ジ突出の量の１又は２以上の表示を発生させる段階と、
　を含み、
　方法が、前記給電ブラシにより、前記接触デバイスの前記導電領域に電流又は電圧を印
加する段階、を更に含み、
　前記複数の電気ブラシのうちの１又は２以上により、前記ナットからの前記ボルトのネ
ジ突出の量の１又は２以上の表示を発生させる前記段階は、
　　前記接触デバイスが前記ユニットを通って少なくとも第１の距離を移動した時に前記
第１の電気ブラシが該接触デバイスの前記導電領域に接触すると、前記ボルトの前記ネジ
突出の量の第１の表示を該第１の電気ブラシによって発生させる段階と、
　　前記接触デバイスが前記ユニットを通って少なくとも第２の距離を移動した時に前記
第２の電気ブラシが該接触デバイスの前記導電領域に接触すると、前記ボルトの前記ネジ
突出の量の第２の表示を該第２の電気ブラシによって発生させる段階と、
　　前記接触デバイスが前記ユニットを通って少なくとも第３の距離を移動した時に前記
第３の電気ブラシが該接触デバイスの前記導電領域に接触すると、前記ボルトの前記ネジ
突出の量の第３の表示を該第３の電気ブラシによって発生させる段階と、
　のうちの１又は２以上を含む、ことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記第１の表示は、前記ボルトの前記ネジ突出の量が許容範囲よりも低いという表示を
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含み、
　前記第２の表示は、前記ボルトの前記ネジ突出の量が前記許容範囲内であるという表示
を含み、
　前記第３の表示は、前記ボルトの前記ネジ突出の量が前記許容範囲を超えるという表示
を含む、
　ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　１又は２以上の発生された前記表示のうちの１又は２以上を表示する段階を更に含むこ
とを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ネジ突出を検証するためのユニットの前記接触デバイスに対する位置を調節する段
階を更に含むことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記複数の電気ブラシは、グラファイト直流モータブラシを含むことを特徴とする請求
項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の開示は、一般的に、締め付けシステム、より詳しくは、ネジ突出を検証するた
めのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　航空機又は他の車両及び製品を製造する工程において、完成品の適正な作動を保証する
ために多数のファスナが要求される場合がある。ある一定の状況では、様々な構成要素は
、ある一定の仕様を満たすことを要求される場合がある。例えば、ボルトのネジ突出の量
を検証することが必要であると考えられる。仕様の準拠を検証することは、時間を消費し
て人為的ミスを受け易い可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の開示の実施形態により、ネジ突出の量を検証するための従来技術に関連付けら
れた欠点及び問題は、低減するか又は排除することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　ある一定の実施形態において、接触デバイスを含むシステムを開示する。接触デバイス
は、ボルトに結合するように構成された第１の端部と、第１の端部の反対側の第２の端部
と、第１の絶縁領域と第２の絶縁領域の間の導電領域とを含む。システムは、ボルトのネ
ジ突出の量を検証するためのユニットを更に含む。ユニットは、複数の電気ブラシを含み
、複数の電気ブラシの各々は、接触デバイスの第２の端部がユニットを通って移動する時
に接触デバイスと順次接触するように配置される。複数の電気ブラシは、接触デバイスの
導電領域に電流又は電圧を印加するように構成された給電ブラシと、接触デバイスの第２
の端部がユニットを通って少なくとも第１の距離を移動した時にボルトのネジ突出の量の
第１の表示を発生するように構成された第１の電気ブラシと、接触デバイスの第２の端部
がユニットを通って少なくとも第２の距離を移動した時にボルトのネジ突出の量の第２の
表示を発生するように構成された第２の電気ブラシと、接触デバイスの第２の端部がユニ
ットを通って少なくとも第３の距離を移動した時にボルトのネジ突出の量の第３の表示を
発生するように構成された第３の電気ブラシとを含む。
【０００５】
　同じく開示するのは装置である。装置は、ハウジング及び複数の電気ブラシを含み、複
数の電気ブラシの各々は、接触デバイスがハウジングを通って移動する時に接触デバイス
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と順次接触するように配置される。接触デバイスは、ボルトに結合するように構成された
第１の端部と、第１の端部の反対側の第２の端部と、第１の絶縁領域と第２の絶縁領域の
間の導電領域とを含む。
【０００６】
　同じく開示するのは方法である。本方法は、第１の絶縁領域と第２の絶縁領域の間に導
電領域を含む接触デバイスの第１の端部をボルトに結合する段階を含む。本方法は、ナッ
トが締め付けられる時に接触デバイスがネジ突出を検証するためのユニットを通って移動
するようにナットをボルトに締め付ける段階を更に含み、ユニットは、複数の電気ブラシ
を含み、複数の電気ブラシの各々は、接触デバイスがユニットを通って移動する時に接触
デバイスと順次接触するように配置される。本方法は、複数の電気ブラシのうちの１又は
２以上により、ナットからのボルトのネジ突出の量の１又は２以上の表示を発生させる段
階を更に含む。
【０００７】
　本発明の開示のある一定の実施形態は、１又は２以上の技術的利点を提供することがで
きる。一例として、ネジ突出の検証は、ナットがボルト上に設置されるのと同時に行うこ
とができ、ナットが設置された後に機械工がネジ突出検査を行うことを不要にし、機械工
が不注意によって一部の検査ポイントを見逃すことになる可能性を低減するので有利であ
る。別の例として、ネジ突出検証機構は、品質検査者が再検査する必要があると考えられ
るポイントの数を低減することができるので有利である。更に別の例として、不適合ファ
スナ設置を修理することに関連付けられた危険性は、生産工程中のできるだけ早期にそれ
らを識別して再加工することによって最小にすることができるので有利である。更に別の
例として、ネジ突出検査を設置時に行うことを可能にするのに締め付けシステムに大きな
修正を行う必要はないと考えられる。他の利点は、当業者には容易に明らかであると考え
られる。ある一定の実施形態は、説明した利点がないか、一部を有するか、又は全てを有
する場合がある。
【０００８】
　開示した実施形態、並びにそれらの特徴及び利点をより完全に理解するために添付図面
と共に以下の説明を参照する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】ある一定の実施形態によるネジ突出を検証するためのシステムの第１の図である
。
【図２】ある一定の実施形態によるネジ突出を検証するためのシステムの第２の図である
。
【図３】ある一定の実施形態による図１及び図２に示すネジ突出を検証するためのシステ
ムに使用することができる例示的接触デバイスを例示する図である。
【図４】ある一定の実施形態による図１及び図２に示すネジ突出を検証するためのシステ
ムに使用することができる例示的給電ブラシ又は電気ブラシを例示する図である。
【図５Ａ】ある一定の実施形態による接触デバイス凹部を有する例示的ボルトを例示する
図である。
【図５Ｂ】ある一定の実施形態による接触デバイスをボルトに結合する時に生じる場合が
ある不整合貫通を例示する図である。
【図５Ｃ】ある一定の実施形態による図５Ｂの接触デバイスをボルトに肩部を用いて結合
することを例示する図である。
【図５Ｄ】ある一定の実施形態による図５Ｂの接触デバイスをボルトに肩部を用いて結合
することを例示する図である。
【図６】ある一定の実施形態によるネジ突出を検証する方法を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　上述のように、航空機又は他の車両及び製品を製造する工程において、完成品の適正な
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作動を保証するために多くのファスナが要求される場合がある。例えば、航空機の製造に
は、一般的に、機体の構造的一体性及び性能に不可欠な何千ものファスナの設置が含まれ
、厳密な品質管理要求がある。各ファスナ設置には、視覚的かつ手動による検査を要求す
る多数の品質管理機能が含まれる場合があり、それによって工業規格への準拠を保証する
。航空機又は他の車両及び製品を組み立てるために、多種類のファスナを使用することが
できる。例えば、一部の事例では、ＡｌｃｏａのＥＤＤＩＥ－ＢＯＬＴ締め付け工程を使
用することができる。一部の場合に、ＥＤＤＩＥ－ＢＯＬＴ設置工程では、設置されたＥ
ＤＤＩＥ－ＢＯＬＴの全てに対して２つの別々のネジ突出検査が要求される場合がある。
１つの検査は、機械工によって実行することができ、１つの検査は、品質検査者によって
実行することができる。既存の検査方法は、非常に労働集約的な場合があり、含まれるフ
ァスナの分量を考慮すると、各航空機に対して完全に準拠するファスナ設置のための工程
後検査を行うのに長時間を消費する場合がある。
【００１１】
　ネジ突出は、各設置の後に検査することができる１つの特徴であり、それによって設置
されたボルトが正確な長さであったことが保証され、及び／又はファスナが完全に取り付
けられたことが検証される。ネジ突出は、あらゆる適切な方式で定義することができ、ネ
ジ突出を定義する方式は、具体的な用途によって変わる場合がある。例えば、ある一定の
実施形態において、ネジ突出は、ナットの後側から突出するボルトピンの長さ（すなわち
、ナットの表面から、ナットの後側から突出するボルトピンの上部までの距離）として定
義することができる。ネジ突出のそのような定義は、例えば、使用されるナットの寸法が
許容可能な許容誤差範囲に適合することが既知である時に適切であると考えられる。別の
例として、ネジ突出は、ボルトが挿通される合成物又は表皮からナットの背部を通って突
出するボルトピンの上部までの距離として定義することができる。ネジ突出のそのような
定義は、例えば、使用されるナットの寸法が一致又は一貫していない場合に適切であると
考えられる。
【００１２】
　ネジ突出を検証するための既存の解決法は、小さいステップゲージを使用することであ
る。例えば、航空機の検査中に、小さいステップゲージは、設置されたボルトに隣接する
航空機の表面に装着される。検査者は、次に、ナットの後側から突出するボルトピンの長
さがゲージの適切な部分内にあることを手動で検証する。一部の場合には、これは、機械
工及び品質検査者の両者により、設置されたナットの１００％に対して手動で行われる。
そのような手法には、ある一定の欠点がある場合がある。例えば、小さいステップゲージ
を用いて手動でネジ突出を検証する工程は、非常に時間を消費して人為的ミスを受け易い
。
【００１３】
　ある一定の実施形態において、ネジ突出検証機構を開示する。一般的に、ネジ突出検証
機構は、ネジ突出を測定するために接触デバイスの移動を利用する。そうするために、接
触デバイスの導電領域に電流又は電圧を印加し、導電領域は、この導電領域のいずれかの
側にある２つの絶縁領域間に位置する。複数の電気ブラシは、接触デバイスが移動する時
に接触デバイスと接触することができる。電気ブラシが接触デバイスの導電領域と接触す
る時に、電気ブラシは、設置されたナットからのボルトピンのネジ突出量の表示を発生す
る。ある一定の実施形態において、接触デバイス上に追加された肩部は、整合したボルト
貫通を保つのを助ける。ある一定の実施形態において、ブラシアセンブリは、例えば、シ
ステムをハウジングに取り付ける２つの機械ネジのような較正機構を用いて較正すること
ができる。
【００１４】
　本明細書に説明するネジ突出検証機構により、ファスナが設置された後に機械工がステ
ップゲージを用いて手動でネジ突出検査を行うことが不要になり、機械工が不注意によっ
て一部の検査ポイントを見逃す危険性を低減又は排除することができるので有利である。
更に、ネジ突出検証機構は、品質検査者が再検査する必要があると考えられる検査ポイン
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トの数を低減することができるので有利である。不適合ファスナ設置を修理することに関
連付けられる危険性は、生産工程中のできるだけ早期にそれらを識別して再処理すること
によって最小にすることができるので有利である。一部の実施形態において、ＥＤＤＩＥ
－ＢＯＬＴレンチのような既存の締め付け工具に大きい修正をする必要がなく、それによ
ってこの検査を設置時に行うことが可能になる。
【００１５】
　図１は、ある一定の実施形態によるネジ突出を検証するためのシステム１００の第１の
図である。より具体的には、ネジ突出を検証するためのシステム１００は、締め付けシス
テム１１０に結合されたハウジング１０５を含む。締め付けシステム１１０は、あらゆる
適切な締め付けシステムとすることができる。例えば、締め付けシステム１１０は、Ａｌ
ｃｏａ製のＥＤＤＩＥ－ＢＯＬＴレンチとすることができる。
【００１６】
　一部の実施形態において、締め付けシステム１１０は、接触デバイス１１５を含むこと
ができる。接触デバイス１１５は、ソケット１２０に結合することができ、接触デバイス
１１５は、ボルト１２５に結合するように構成することができる。ボルト１２５は、ナッ
ト１３０に結合するように構成することができる。ボルト１２５及びナット１３０は、構
造を締め付けるように適応させることができる。例えば、ボルト１２５及びナット１３０
は、合成物／表皮１３５を締め付けるのに使用することができる。合成物／表皮１３５は
、あらゆる適切な表面とすることができる。例えば、一部の実施形態において、合成物／
表皮１３５は、航空機、車両の表面、又は他の適切な表面とすることができる。
【００１７】
　ナット１３０がボルト１２５上でねじ込まれる時に、ボルト１２５の一部がナット１３
０の背部から突出する場合がある。これは、ネジ突出１４０として図１に示されている。
ネジ突出１４０の所望量は、ボルト１２５及びナット１３０の具体的な用途又は特定のタ
イプによって変わる場合がある。ボルト１２５が正確な長さであり及び／又はファスナが
完全に取り付けられたことの検証のために、ネジ突出１４０の量が許容範囲にあることが
必要になる場合がある。ネジ突出１４０の量は、ナット１３０をボルト１２５上で更にね
じ込む時に増加する。図１では、ナット１３０の背部から突出するボルト１２５の長さと
してネジ突出１４０を示すが、ある一定の実施形態において、ネジ突出１４０は、合成物
／表皮１３５からナット１３０の背部を通って突出するボルト１２５の上部までの距離と
することができる。
【００１８】
　ある一定の実施形態では、ボルト１２５及びナット１３０は、特定の締め付けシステム
１１０を用いて結合するのに具体的に適応させることができる。例えば、ある一定の実施
形態において、ボルト１２５及びナット１３０は、Ａｌｃｏａ製のＥＤＤＩＥ－ＢＯＬＴ
締め付けシステムの構成要素とすることができ、締め付けシステム１１０は、様々なＥＤ
ＤＩＥ－ＢＯＬＴレンチのうちの１つとすることができる。ある一定の実施形態は、ＥＤ
ＤＩＥ－ＢＯＬＴ締め付けシステムの関連で説明する場合があるが、本明細書に説明する
様々な実施形態は、適切な幾何学的修正を加えて、あらゆる他の適切な締め付けシステム
に適用可能である。
【００１９】
　上述のように、締め付けシステム１１０は、接触デバイス１１５を含む。接触デバイス
１１５は、あらゆる適切な材料又はこれらの材料の組合せで製造することができる。ある
一定の実施形態において、接触デバイス１１５は、ＥＤＤＩＥ－ＢＯＬＴ締め付けシステ
ムに使用するスプラインキーとすることができる。接触デバイス１１５は、第１の端部１
４５と、この第１の端部１４５の反対側の第２の端部１５０とを有する。接触デバイス１
１５の第１の端部１４５は、ボルト１２５に結合するように構成することができる。ある
一定の実施形態において、接触デバイス１１５の第１の端部１４５は、締め付けシステム
１１０がナット１３０をボルト１２５上でねじ込む間、ボルト１２５が回転することを防
ぐことができる。ある一定の実施形態において、以下で図３及び図５に例示するように、
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接触デバイス１１５の第１の端部１４５は、肩部１５５を含むことができる。肩部１５５
は、接触デバイス１１５がボルト１２５内で固定距離に着座することを可能にするように
構成することができる。他の実施形態において、接触デバイス１１５は、あらゆる適切な
方式でボルト１２５に結合することができ、肩部１５５を含まなくてもよい。
【００２０】
　ある一定の実施形態において、接触デバイス１１５の第２の端部１５０は、導電領域１
６０を含む。導電領域１６０は、この導電領域１６０に印加される電流又は電圧を伝導す
るように構成することができる。導電領域１６０は、導電性のあらゆる適切な材料又はこ
れらの材料の組合せで製造することができる。一例として、導電領域１６０は、銅で製造
することができる。導電領域１６０は、第１の絶縁領域１６５と第２の絶縁領域１７０の
間にあることができる。第１の絶縁領域１６５及び第２の絶縁領域１７０は、電流又は電
圧を伝導しないあらゆる適切な材料から形成することができる。例えば、第１の絶縁領域
１６５及び第２の絶縁領域１７０は、「超電気絶縁性Ｒｅｘｏｌｉｔｅポリスチレン」か
ら形成することができる。
【００２１】
　ハウジング１０５は、接触デバイス１１５の一部がハウジング１０５の内側に位置決め
されるように締め付けシステム１１０に結合することができる。ハウジング１０５は、あ
らゆる適切な方式で締め付けシステム１１０に結合することができる。ある一定の実施形
態において、ハウジング１０５は、締め付けシステム１１０へ取り外し可能に結合するこ
とができる。ハウジング１０５は、あらゆる適切な材料から形成することができる。一例
として、ハウジング１０５は、プラスチックから形成することができる。ハウジング１０
５は、あらゆる適切な構成要素を含むことができる。例えば、ハウジング１０５は、給電
ブラシ１７５と、複数の電気ブラシ１８０（例えば、１８０Ａ～１８０Ｃ）とを含む。あ
る一定の実施形態において、給電ブラシ１７５及び複数の電気ブラシ１８０は、ブラシア
センブリ１８５の構成要素とすることができる。ある一定の実施形態において、給電ブラ
シ１７５及び複数の電気ブラシ１８０は、個々の構成要素とすることができる。
【００２２】
　給電ブラシ１７５及び複数の電気ブラシ１８０は、あらゆる適切な電気ブラシとするこ
とができる。締め付けシステム１１０がナット１３０をボルト１２５上でねじ込む時に接
触デバイス１１５がハウジング１０５を通って移動すると、給電ブラシ１７５及び複数の
電気ブラシ１８０が接触デバイス１１５と接触するように構成される。給電ブラシ１７５
は、導電領域１６０に電流又は電圧を印加するように構成することができる。給電ブラシ
１７５及び複数の電気ブラシ１８０は、あらゆる適切な材料から形成することができる。
例えば、ある一定の実施形態において、給電ブラシ１７５及び複数の電気ブラシ１８０は
、グラファイトから形成された直流（ＤＣ）モータブラシとすることができる。ある一定
の実施形態において、給電ブラシ１７５の一部及び複数の電気ブラシ１８０の形状は曲げ
ることができる。それによって接触デバイス１１５と給電ブラシ１７５及び／又は電気ブ
ラシ１８０との間により良い接触をもたらすことができるので有利である。給電ブラシ１
７５及び電気ブラシ１８０は、以下で図４に関してより詳細に説明する。
【００２３】
　作動において、締め付けシステム１１０は、ナット１３０をボルト１２５上でねじ込む
のに使用することができる。締め付けシステム１１０がナット１３０をボルト１２５上で
ねじ込む時に、締め付けシステム１１０及びハウジング１０５は、ボルト１２５及びナッ
ト１３０が設置されている合成物／表皮１３５に向けて移動することができる。締め付け
システム１１０及びハウジング１０５により、接触デバイス１１５は、ハウジング１０５
を通って移動することができる。ある一定の実施形態において、給電ブラシ１７５は、導
電領域１６０に電流又は電圧を印加することができる。ナット１３０がボルト１２５上で
ねじ込まれる時に接触デバイス１１５がハウジング１０５を通って移動し続けると、電気
ブラシ１８０は、導電領域１６０と順次接触することができる。すなわち、締め付けシス
テム１１０がナット１３０をボルト１２５上でねじ込む時に、複数の電気ブラシ１８０の
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各々は、接触デバイス１１５がハウジング１０５を通って移動する時に異なる時間に導電
領域１６０と接触することができる。例えば、第１の電気ブラシ１８０Ａは、接触デバイ
ス１１５の第２の端部１５０がハウジング１０５を通って少なくとも第１の距離を移動し
た時に導電領域１６０と接触することができ、第２の電気ブラシ１８０Ｂは、接触デバイ
ス１１５の第２の端部１５０がハウジング１０５を通って少なくとも第２の距離を移動し
た時に導電領域１６０と接触することができ、第３の電気ブラシ１８０Ｃは、接触デバイ
ス１１５の第２の端部１５０がハウジング１０５を通って少なくとも第３の距離を移動し
た時に導電領域１６０と接触することができる。給電ブラシ１７５及び電気ブラシ１８０
は、ナット１３０がボルト１２５上でねじ込まれるのと同じ速度で接触デバイス１１５に
沿って移動することができる。
【００２４】
　ある一定の実施形態では、電気ブラシ１８０が導電領域１６０と接触して給電ブラシ１
７５が導電領域１６０に電流又は電圧を印加する時に、電気ブラシ１８０は、ナット１３
０の背部からのボルト１２５のネジ突出１４０の量の表示を発生することができる。ネジ
突出１４０の量の表示は、接触デバイス１１５の位置に基づくことができる。例えば、複
数の電気ブラシ１８０のうちの１つが導電領域１６０と接触し、電流又は電圧が給電ブラ
シ１７５によって印加される時に、それによって電気ブラシ１８０が接触デバイス１１５
の導電領域１６０に接触することになり、工具へメッセージを送る。例えば、各電気ブラ
シ１８０は、接触デバイス１１５の導電領域１６０と接触すれば、接触デバイス１１５の
位置をネジ突出１４０の量に変換することができる。ある一定の実施形態において、個々
の電気ブラシ１８０からの信号により、チェックポイント（例えば、「短すぎる」、「正
確である」、「長すぎる」）のためのＬＥＤライトを点灯することができる。この設計に
より、接触デバイス１１５の移動を用いて、正確なネジ突出測定が得られる。ある一定の
実施形態において、複数の電気ブラシ１８０の位置、導電領域１６０の長さ、並びに第１
の絶縁領域１６５及び第２の絶縁領域１７０の長さは、様々なチェックポイント（例えば
、「短すぎる」、「正確である」、「長すぎる」）に関連付けられた領域を決定すること
ができ、かつネジ突出測定に直接に関連付け可能とすることができる。これは、図２に関
して以下でより詳細に説明する。
【００２５】
　図２は、ある一定の実施形態によるネジ突出を検証するためのシステムを例示する第２
の図である。上述のように、ハウジング１０５は、このハウジング１０５が接触デバイス
１１５の一部の上に位置決めされるように締め付けシステム１１０に結合することができ
る。ハウジング１０５は、単一給電ブラシ１７５と、あらゆる適数の電気ブラシ１８０と
を含む。図２に例示する実施形態は、例えば、３つの電気ブラシ１８０Ａ、１８０Ｂ、及
び１８０Ｃを含む。給電ブラシ１７５、並びに電気ブラシ１８０Ａ、１８０Ｂ、及び１８
０Ｃは、接触デバイス１１５と接触するように構成することができる。一部の実施形態に
おいて、給電ブラシ１７５、並びに電気ブラシ１８０Ａ、１８０Ｂ、及び１８０Ｃは、ブ
ラシアセンブリ１８５に設置することができる。
【００２６】
　上述のように、接触デバイス１１５は、第１の絶縁領域１６５と第２の絶縁領域１７０
の間に導電領域１６０を含むことができる。図１に関して上述したように、締め付けシス
テム１１０がナット１３０をボルト１２５上でねじ込む時に、接触デバイス１１５は、ハ
ウジング１０５を通って移動することができる。ある一定の実施形態において、給電ブラ
シ１７５及び電気ブラシ１８０Ａ～１８０Ｃは、接触デバイス１１５がハウジング１０５
を通って移動する時に接触デバイス１１５の導電領域１６０と順次接触するように構成す
ることができる。
【００２７】
　例示するために以下の例を考察する。上述のように、締め付けシステム１１０は、ナッ
ト１３０をボルト１２５上でねじ込むのに使用することができる。ナット１３０をボルト
１２５上でねじ込む前に接触デバイス１１５が初期位置に静止している時に、給電ブラシ
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１７５及び電気ブラシ１８０は、接触デバイス１１５に接触することができる。そのよう
な時に、複数のブラシのいずれかが第１の絶縁領域１６５に接触することができ、不完全
な回路を生成する。
【００２８】
　ナット１３０が締め付けシステム１１０によってねじ込まれてボルト１２５上で下がる
時に、接触デバイス１１５は、ハウジング１０５を通って上方に移動することができる。
接触デバイス１１５が移動すると、給電ブラシ１７５は、導電領域１６０と接触すること
ができる。給電ブラシ１７５は、導電領域１６０に電流又は電圧を印加することができる
。接触デバイス１１５がハウジング１０５を通って上方に移動し続ける時に導電領域１６
０が給電ブラシ１７５に接触している間に、別の電気ブラシ１８０は、導電領域１６０と
接触することができる。例えば、図２に例示した実施形態において、ナット１３０がねじ
込まれてボルト１２５上で下がる時に、導電領域１６０と接触すべき次の電気ブラシ１８
０は、電気ブラシ１８０Ａであることになる。
【００２９】
　電気ブラシ１８０Ａは、接触デバイス１１５がハウジング１０５を通って少なくとも第
１の距離を移動した後に、導電領域１６０に接触することができる。その時点では、給電
ブラシ１７５及び電気ブラシ１８０Ａだけが導電領域１６０に接触することができる。電
気ブラシ１８０Ｂ及び１８０Ｃは、その時点で、例えば、第１の絶縁領域１６５に接触す
ることができる。給電ブラシ１７５が導電領域１６０と接触して電流又は電圧を印加した
状態で、第１の回路を完成することができ、ボルト１２５のネジ突出１４０の量の第１の
表示を発生することができる。例えば、電気ブラシ１８０Ａが導電領域１６０と接触する
と第１のＬＥＤライトを点灯する第１の回路を完成することができる。第１のＬＥＤライ
トは、ネジ突出１４０の量の第１の表示を与えることができる。例えば、第１の表示は、
ネジ突出１４０の量が短すぎる又は許容範囲よりも低いという表示を含むことができる。
許容範囲は、あらゆる適切な範囲とすることができる。例えば、許容範囲は、使用してい
るボルトの具体的なタイプのための満足できるネジ突出とすることができ、具体的な用途
に従って変わる場合がある。
【００３０】
　締め付けシステム１１０が、ボルト１２５を下ってナット１３０をネジ込み続ける時に
、接触デバイス１１５は、ハウジング１０５を通って上に移動し続けることができる。ハ
ウジング１０５を通って少なくとも第２の距離を移動した後に、電気ブラシ１８０Ｂは、
導電領域１６０に接触することができる。給電ブラシ１７５が導電領域１６０に接触して
いる間に電流又は電圧を印加すると、電気ブラシ１８０Ｂは、ボルト１２５のネジ突出１
４０の量の第２の表示を発生することができる。例えば、ある一定の実施形態において、
電気ブラシ１８０Ｂが導電領域１６０と接触すると第２のＬＥＤライトを点灯する第２の
回路を完成することができる。第２のＬＥＤライトは、ネジ突出１４０の量の第２の表示
を与えることができる。例えば、電気ブラシ１８０Ｂが導電領域１６０に接触している時
に、第２の表示は、ネジ突出１４０の量が許容範囲内であるという表示を含むことができ
る。上述のように、許容範囲は、あらゆる適切な範囲とすることができ、具体的な用途に
従って変わる場合がある。
【００３１】
　締め付けシステム１１０が、ボルト１２５を下ってナット１３０をネジ込み続ける時に
、接触デバイス１１５は、ハウジング１０５を通って更に上に移動し続けることができる
。ハウジング１０５を通って少なくとも第３の距離を移動した後に、電気ブラシ１８０Ｃ
は、導電領域１６０と接触することができる。給電ブラシ１７５が導電領域１６０に接触
している間に電流又は電圧を印加すると、電気ブラシ１８０Ｃは、ボルト１２５のネジ突
出１４０の量の第３の表示を発生することができる。例えば、電気ブラシ１８０Ｃが導電
領域１６０と接触する時に第３のＬＥＤライトを点灯する第３の回路を完成させることが
できる。第３のＬＥＤライトは、ネジ突出１４０の量の第３の表示を与えることができる
。例えば、電気ブラシ１８０Ｃが導電領域１６０に接触している時に、第３の表示は、ネ
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ジ突出１４０の量が長すぎるか又は許容範囲を超えるという表示を含むことができる。上
述のように、許容範囲は、あらゆる適切な範囲とすることができ、具体的な用途に従って
変わる場合がある。
【００３２】
　締め付けシステム１１０によって使用されるボルト１２５及びナット１３０のサイズは
、具体的な用途に従って変わる場合がある。例えば、一部の場合には、特定のボルト１２
５は、締め付けシステム１１０を用いて以前に設置された別のボルト１２５より長くする
ことができる。より長いボルト１２５は、給電ブラシ１７５及び電気ブラシ１８０に対す
る接触デバイス１１５の初期位置を変更することができる。そのような場合に、電気ブラ
シ１８０Ａ～１８０Ｃによって発生される表示は、ネジ突出の量を正確に表現しない場合
がある。この問題に対処するために、ハウジング１０５のある一定の実施形態は、較正機
構を含むことができる。較正機構は、接触デバイス１１５に対するブラシアセンブリ１８
５の高さを調節するのに使用することができる。較正機構は、ブラシアセンブリ１８５、
及び／又は給電ブラシ１７５及び複数の電気ブラシ１８０の高さを調節するためのあらゆ
る適切な機構することができる。ある一定の実施形態において、図２に示すように、較正
機構は、１又は２以上の調節ネジ２０５を含むことができる。調節ネジ２０５は、この調
節ネジ２０５を回す時に締め付けシステム１１０に対するブラシアセンブリ１８５の高さ
を上昇させるか又は下降させるように構成することができる。本発明の開示では、あらゆ
る適切な本数の調節ネジ２０５（又は他の適切な較正機構）を使用することができ、かつ
調節ネジ２０５（又は他の適切な較正機構）はあらゆる適切な場所に位置付けることがで
きるように考えられている。更に、調節ネジ２０５は、手動及び／又は電動式とすること
ができる。図２には、調節ネジ２０５を用いた較正機構を示すが、本発明の開示は、較正
機構は締め付けシステム１１０に対してハウジング１０５を上昇させ及び／又は下降させ
るあらゆる適切な機構とすることができるように考えられている。
【００３３】
　図２は、ネジ突出１００を検証するためのシステムの特定の構成を例示するが、本発明
の開示は、図２に例示した特定の構成に限定されない。例えば、ある一定の実施形態にお
いて、上述の第１、第２、及び第３の回路は、個別の回路でなくてもよく、むしろプロセ
ッサ又は特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）に接続することができる。別の例として、本
発明の開示は、上述のネジ突出１４０の量の１又は２以上の発生された表示をあらゆる適
切な方式で構成することができるように考えられている。一部の実施形態において、接触
デバイス１１５がハウジング１０５を通って移動する時に、第１、第２、及び第３のＬＥ
Ｄの１又は２以上を点灯し続けることができる。一部の実施形態において、第１、第２、
及び第３のＬＥＤの１又は２以上は、その後の電気ブラシ１８０が導電領域１６０と接触
する時に消灯することができる。例示するために以下の例を考察する。上述のように、電
気ブラシ１８０Ａが導電領域１６０と接触する時に第１のＬＥＤを点灯する第１の回路を
完成することができる。電気ブラシ１８０Ｂが導電領域１６０と接触する時に第２のＬＥ
Ｄを点灯する第２の回路を完成することができる。一部の実施形態において、第１のＬＥ
Ｄ及び第２のＬＥＤが同時に点灯するように、第１のＬＥＤは点灯したままにすることが
できる。一部の実施形態において、第２の回路が完成した時に、第１のＬＥＤは消灯する
ことができ、結果としてどのような所定時間でもＬＥＤの１つだけが点灯する。他の変形
が可能であり、本発明の開示は、ネジ突出１４０の量の表示をあらゆる適切な方式よって
発生させることができるように考えられている。
【００３４】
　ある一定の実施形態は、ＬＥＤの使用を説明するが、本発明の開示は、ネジ突出１４０
の量の表示をあらゆる適切な方式よって発生させることができ、ハードウエア及び／又は
ソフトウエアのあらゆる適切な組合せを使用することができるように考えられている。例
えば、ネジ突出１００を検証するためのシステムは、ＬＣＤ、ＬＥＤのようなディスプレ
イ、又は他の適切なディスプレイを含むことができる。ディスプレイは、ディスプレイ上
に信号を提示するように構成されたあらゆる適切な回路及びハードウエアを含むことがで
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きる。別の例として、ネジ突出１４０の量の表示は、音及び／又は振動のようなあらゆる
適切な物理的な表示を用いて発生させることができる。
【００３５】
　ネジ突出１００を検証するためのシステムは、機械工のようなユーザが、ナット１３０
の設置後に典型的なネジ突出検査を手動で行うことを不要にすることができる点で有利で
ある場合がある。代わりに、取付者は、上述のように、電気ブラシ１８０Ａ～１８０Ｃに
よって発生された１又は２以上の表示に基づいて、ナット１３０がボルト１２５上にネジ
込まれる間にナット１３０からのボルト１２５のネジ突出１４０が適正な量であることを
検証することができる。更に、取付者は、不適合ファスナ設置にできるだけ早期に気付か
され、それによって不適合ファスナ設置の修理に関連付けられた危険性が低減されるので
有利である。
【００３６】
　図２に例示したシステムは、ネジ突出１００を検証するためのシステムの特定の構成を
例示するが、本発明の開示は、他の実施形態では異なる構成を使用することができるよう
に考えられている。例えば、本発明の開示は、あらゆる適切な数及びあらゆる適切な構成
の電気ブラシ１８０を使用することができるように考えられている。更に、図２に例示し
た例は、様々な電気ブラシ１８０によって発生されたネジ突出の量の表示を説明したが、
本発明の開示は、接触デバイス１１５の移動に基づいてネジ突出の量の表示を発生するあ
らゆる適切な機構を使用することができるように考えられている。ある一定の実施形態に
おいて、上述のように、第１、第２、及び第３の表示は、チェックポイントと見なすこと
ができ、点灯したＬＥＤは、各チェックポイントに達したこと、すなわち、第１のチェッ
クポイント（「短すぎる」）、第２のチェックポイント（「正確である」）、第３のチェ
ックポイント（「長すぎる」）を表示することができる。一部の実施形態において、ネジ
突出１４０の量を表示する他の手段を使用することができる。例えば、電気ブラシ１８０
は、コンピュータプロセッサへの１又は２以上の出力を発生させることができ、コンピュ
ータプロセッサは、次に、接触デバイス１１５の移動に基づいてネジ突出１４０の量を示
す１又は２以上の適切な表示を発生することができる。
【００３７】
　図３は、ある一定の実施形態による図１及び図２に示すネジ突出１００を検証するため
のシステムに使用することができる例示的接触デバイス１１５を例示している。接触デバ
イス１１５は、あらゆる適切な材料又はこれらの材料の組合せから形成することができ、
あらゆる適切な寸法とすることができる。上述のように、接触デバイス１１５は、第１の
端部１４５及び第２の端部１５０を含む。接触デバイス１１５の第１の端部１４５は、ボ
ルト１２５に結合するように構成することができる。ある一定の実施形態において、接触
デバイス１１５は肩部１５５を含む。肩部１５５は、第１の端部１４５の近くに位置付け
ることができる。ある一定の実施形態において、肩部１５５は、接触デバイス１１５のボ
ルト１２５内の整合貫通を可能にするように構成される。肩部１５５は、以下で図５Ａ～
図５Ｄに関してより詳細に説明する。
【００３８】
　一部の実施形態において、接触デバイス１１５は、第１の絶縁領域１６５と第２の絶縁
領域１７０の間に導電領域１６０を含む。ある一定の実施形態において、導電領域１６０
、第１の絶縁領域１６５、及び第２の絶縁領域１７０は、第２の端部１５０の近くに又は
そこに位置付けることができる。導電領域１６０は、あらゆる適切な寸法にすることがで
きる。導電領域１６０の寸法は、具体的な用途に従って変わる場合がある。導電領域１６
０は、あらゆる適切な材料から形成することができる。例えば、ある一定の実施形態にお
いて、導電領域１６０は、銅又は他の適切な導電材料から形成することができる。
【００３９】
　第１の絶縁領域１６５及び第２の絶縁領域１７０は、導電領域１６０のいずれかの側に
位置付けることができる。第１の絶縁領域１６５及び第２の絶縁領域１７０は、あらゆる
適切な寸法とすることができる。ある一定の実施形態において、第１の絶縁領域１６５と
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第２の絶縁領域１７０は、同じ大きさとすることができる。ある一定の他の実施形態にお
いて、図３に例示するように、第１の絶縁領域１６５の大きさは、第２の絶縁領域１７０
の大きさとは異なることができる。第１の絶縁領域１６５は、第２の絶縁領域１７０と同
じか又は異なる材料から製造することができる。第１の絶縁領域１６５及び第２の絶縁領
域１７０は、電気を通さないあらゆる適切な材料又はこれらの材料の組合せで製造するこ
とができる。例えば、第１の絶縁領域１６５及び第２の絶縁領域１７０は、「超電気絶縁
性Ｒｅｘｏｌｉｔｅポリスチレン」で製造することができる。
【００４０】
　図４は、ある一定の実施形態による図１及び図２に示すネジ突出１００を検証するため
のシステムに使用することができる例示的給電ブラシ１７５又は電気ブラシ１８０を例示
している。給電ブラシ１７５又は電気ブラシ１８０は、電気接触器４０５及び接触バネ４
１０を含む。接触バネ４１０は、電気接触器４０５が接触デバイス１１５との一定の接触
を維持することを保証することができる。
【００４１】
　電気接触器４０５は、電気を通すあらゆる適切な材料又はこれらの材料の組合せから形
成することができる。ある一定の実施形態において、電気接触器４０５は、グラファイト
から形成することができる。一部の実施形態において、電気接触器４０５は、ノッチ付き
部分４１５を含むことができる。ノッチ付き部分４１５は、接触デバイス１１５と接触す
るための曲面４２０を有することができる。ある一定の実施形態において、ノッチ付き部
分４１５は、許容範囲を考慮することができる。許容範囲は、あらゆる適切な量とするこ
とができ、具体的な用途に従って変わる場合がある。
【００４２】
　図５Ａは、ある一定の実施形態による接触デバイス凹部５０５を有する例示的ボルト１
２５を例示している。上述のように、接触デバイス１１５は、ボルト１２５の端部に結合
するように構成することができる。ある一定の実施形態において、接触デバイス１１５は
、接触デバイス凹部５０５でボルト１２５に結合されるように構成することができる。
【００４３】
　図５Ｂは、ある一定の実施形態により接触デバイス１１５をボルト１２５に結合する時
に生じる場合がある不整合貫通を例示している。図５Ｂに例示するように、接触デバイス
１１５による接触デバイス凹部５０５の不整合貫通がある場合がある。これは、例えば、
締め付けシステムにわたるこれらの部分の不整合機械加工によって生じる場合がある。接
触デバイス１１５による接触デバイス凹部５０５の不整合貫通は、上述のように、ボルト
１２５の端部と接触デバイス１１５の導電領域１６０との間の距離が整合しない点で問題
になる場合がある。ボルト１２５の端部と接触デバイス１１５の導電領域１６０との間の
距離が整合しないことにより、ネジ突出１４０の量の測定において１つの測定から次の測
定への不整合測定をもたらす場合がある。
【００４４】
　図５Ｃ及び図５Ｄには、ある一定の実施形態により図５Ｂの接触デバイス１１５を肩部
１５５を用いてボルト１２５に結合することが例示されている。不整合貫通の問題及び他
の問題に対処するために、接触デバイス１１５のある一定の実施形態は、肩部１５５を含
むことができる。図５Ｃ及び図５Ｄに例示するように、肩部１５５は、接触デバイス１１
５によるボルト１２５への整合貫通を与え、接触デバイス１１５がボルト１２５の端部内
に固定距離で取り付けられることを可能にする。その結果、ボルト１２５の端部と接触デ
バイス１１５の導電領域１６０との間の距離は、各測定にわたって整合しており、測定か
ら測定へのネジ突出１４０の量の整合した測定を可能にするので有利である。
【００４５】
　図４及び図５Ａ～図５Ｄは、接触デバイス１１５の特定の例示的構成を説明するが、本
発明の開示は、あらゆる適切な接触デバイス１１５を使用することができるように考えら
れている。ある一定の実施形態において、接触デバイス１１５がボルト１２５に結合する
方式は、ネジ突出１００を検証するためのシステムがそれと共に使用されるファスナのタ
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イプによって変わる場合がある。例えば、接触デバイス１１５は、図５Ａ～図５Ｄに示す
ように、接触デバイス凹部５０５を通じてボルト１２５に結合する代わりに、ボルト１２
５の表面に接触するようなあらゆる適切な方式でボルト１２５に結合することができる。
別の例として、ある一定の実施形態において、接触デバイス１１５と肩部１５５を組み合
わせて、接触デバイス１１５及び肩部１５５を単一構成要素にすることができる。他の実
施形態において、接触デバイス１１５及び肩部１５５は、別々の構成要素とすることがで
き、肩部１５５は、適切な時（例えば、不整合に機械加工されている場合がある接触デバ
イス凹部５０５をボルト１２５が含む時）だけ使用することができる。ある一定の実施形
態において、接触デバイス１１５は、肩部１５５を含まなくてもよい。
【００４６】
　図６は、ある一定の実施形態によるネジ突出を検証する方法６００を例示している。方
法６００は、接触デバイスの第１の端部がボルトに結合されている時に段階６０４で始ま
り、接触デバイスは、第１の絶縁領域と第２の絶縁領域の間に導電領域を含む。接触デバ
イスは、例えば、ＥＤＤＩＥ－ＢＯＬＴ締め付けシステムのような締め付けシステムの構
成要素とすることができる。ある一定の実施形態において、ボルトは、締め付けシステム
の構成要素とすることができる。
【００４７】
　段階６０８で、ナットは、ナットが締め付けられる時に接触デバイスがネジ突出を検証
するためのユニットを通って移動するようにボルトに締め付けられる。ユニットは、複数
の電気ブラシを含むことができ、各々の複数の電気ブラシは、接触デバイスがユニットを
通って移動する時に接触デバイスに順次接触するように配置される。複数の電気ブラシは
、グラファイト直流モータブラシとすることができる。ある一定の実施形態において、複
数の電気ブラシは、給電ブラシを含むことができ、方法６００は、給電ブラシによって接
触デバイスの導電領域に電流又は電圧を印加する段階を更に含むことができる。
【００４８】
　段階６０６で、複数の電気ブラシのうちの１又は２以上は、ナットからのボルトのネジ
突出の量の１又は２以上の表示を発生する。ある一定の実施形態において、複数の電気ブ
ラシは、第１の電気ブラシ、第２の電気ブラシ、及び第３の電気ブラシを含むことができ
る。第１の電気ブラシは、接触デバイスがユニットを通って少なくとも第１の距離を移動
した後で第１の電気ブラシが接触デバイスの導電領域に接触すると、ボルトのネジ突出の
量の第１の表示を発生することができる。第２の電気ブラシは、接触デバイスがユニット
を通って少なくとも第２の距離を移動した後で第２の電気ブラシが接触デバイスの導電領
域に接触すると、ボルトのネジ突出の量の第２の表示を発生することができる。第３の電
気ブラシは、接触デバイスがユニットを通って少なくとも第３の距離を移動した後で第３
の電気ブラシが接触デバイスの導電領域に接触すると、ボルトのネジ突出の量の第３の表
示を発生することができる。ある一定の実施形態において、第１の表示は、ボルトのネジ
突出の量が許容範囲よりも低いという表示を含むことができ、第２の表示は、ボルトのネ
ジ突出の量が許容範囲にあるという表示を含むことができ、第３の表示は、ボルトのネジ
突出の量が許容範囲を超えるという表示を含むことができる。
【００４９】
　ある一定の実施形態において、１又は２以上の発生された表示のうちの１又は２以上を
表示することができる。例えば、１又は２以上の発生された表示のうちの１又は２以上は
、ＬＥＤ、ＬＣＤ、又は他の適切なディスプレイを用いて表示することができる。別の例
として、１又は２以上の発生される表示は、音又は振動のようなあらゆる適切な物理的な
表示を用いて行うことができる。本方法は、接触デバイスに対するネジ突出を検証するた
めのユニットの位置を調節する段階を更に含むことができる。例えば、ブラシアセンブリ
の位置及び／又は給電ブラシ及び複数の電気ブラシの位置を調節する較正機構を使用する
ことができる。
【００５０】
　本明細書に説明するシステム及び装置に対して開示の範囲から逸脱することなく修正、
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追加、又は省略を行うことができる。システム及び装置の構成要素は、統合するか又は分
離することができる。更に、システム及び装置の作動は、より多い、より少ない、又は他
の構成要素によって実行することができる。これに加えて、システム及び装置の作動は、
ソフトウエア、ハードウエア、及び／又は他の論理部を含むあらゆる適切な論理部を用い
て実行することができる。この明細書に使用する時に、「各々」は、集合の各メンバ、又
は集合の部分集合の各メンバを指す。
【００５１】
　本明細書に説明する方法に対して開示の範囲から逸脱することなく修正、追加、又は省
略を行うことができる。本方法は、より多い、より少ない、又は他の段階を含むことがで
きる。これに加えて、段階は、あらゆる適切な順序で行うことができる。
【００５２】
　この開示は、ある一定の実施形態に関して説明したが、当業者には実施形態の代替及び
置換が明らかであろう。従って、実施形態の上記説明は、この開示を制限するものではな
い。以下の特許請求の範囲によって定められるこの開示の精神及び範囲から逸脱すること
なく、他の変更、置換、及び代替が可能である。
【符号の説明】
【００５３】
１１５　接触デバイス
１４０　ネジ突出
１５５　肩部
１６０　導電領域
１６５　第１の絶縁領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図５Ｃ】 【図５Ｄ】

【図６】
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